








































































（様式３－２）

法人の名称　（　公益財団法人とっとりコンベンションビューロー　）

（単位：千円）
８年度 内　　　訳

利用料料金収入 100,000 施設、設備利用料収入

入場料収入 660 企画事業入場料・出展料収入

鳥取県指定管理料収入 158,539 (うち光熱費分　40,314千円）

79,269 （うち光熱費分　20,157千円）

12,005

4,802 入居団体光熱水費割当収入

3,286 入居団体共益費預り金

2,087 ﾚｽﾄﾗﾝ・自販機設置等収入

1,830 自販機手数料・チケット販売手数料等

1,800

352,273

124,161 １８名

10,239 ３名

214,983 施設の維持管理に係る経費

50 研修会講師等謝金

1,029 研修、営業活動等に係る交通費

6,072 交換部品等消耗品費（4,084千円）、事務用品（1,988千円）

78 公用車ガソリン代

172 利用者懇談会、会議、来客用茶代

2,509 パンフレット、イベントガイド印刷費等

2,340 電話代、送料等

2,860 振込手数料、事務手数料等

594 新聞広告料等

423 施設賠償責任保険料等

2,347 コピー機等事務用機器賃借料

301 各種協議会負担金

13,054 消費税等

108,378 設備管理委託料等

4,680 施設の維持管理に係る上下水道代

9,625 １件５０万円未満の修繕費

60,471 施設の維持管理に係る重油・電気代

2,890

330 出演者謝金

182 イルミネーションランプ等

273 アートクルージングドリンク等

670 チラシ等

45 ダイレクトメール

326 調律代

519

10

35 著作権使用料

500 米子市音楽祭共催負担金等

352,273

（注１）　各年度の事業に合わせて、収支計画書を作成すること。

（注２）　消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

（注３）　「内訳」欄には、適宜項目を設け、当該項目ごとの金額を記載すること。

負担金等

　支出合計　(B)

保険料

飲食費

印刷製本費

通信運搬費

手数料

広告料

使用料及び賃借料

消耗品費

保険料

使用料及び賃借料

負担金等

租税公課

外部委託費

光熱水費（上下水道のみ）

修繕費

光熱費

自主企画事業費

諸謝金

広告料

その他

地域振興事業基金から繰入

　収入合計　(Ａ)

支
　
　
出
　
　
項
　
　
目

人件費　（常勤職員）

人件費　（非常勤職員）

管理運営費

諸謝金

旅費

消耗品費

燃料費

飲食費

印刷製本費

通信運搬費

手数料

鳥取県立米子コンベンションセンターの委託業務に関する収支計画書

区　　　　　分

収
入
項
目

米子市指定管理料収入

雑収入

光熱水費割当収入

共益費預り金

テナント収入



（単位：円）

年間人件費
B

平均給与月額
B'

年間人件費
C

平均給与月額
C'

130,716,000 344,062 134,400,000 363,781 3,684,000 2.8% 19,719 5.7% - -

※B、C欄には、基本給、賞与、時間外手当等の各手当、事業者負担の社会保険料等の法定福利費を含む人件費総額を記入すること。

※B’、C’欄には、基本給、時間外手当等の各手当を含む1人あたりの平均給与月額を記入すること（賞与を除く）。

※「処遇改善に係る指定管理料」は、「処遇改善に係る上限額 A」の範囲内とする。

※初年度分については、「前年度処遇改善計画上の処遇改善後人件費」を「令和ｎ年度収支計画」とする。

令和8年度　米子コンベンションセンター施設職員に係る処遇改善計画

0

前年度処遇改善計画上の
処遇改善後人件費

令和8年度処遇改善後人件費
令和8年度処遇改善に係る上限額

A

令和8年度
処遇改善に係る

指定管理料

処遇改善額
D

（C-B）

処遇改善に係る
予算執行率

（D/A）

給与月額改善額
E

（C'-B'）

給与月額改善率
E'

（E/B'）

処遇改善率
D'

（D/B）

（参考様式４）（参考様式４）


	収入 (R8) (増額修正)

